
事 業 主 の み な さ ま へ

自社の状況は法の内容に沿ったものになっていますか。
このパンフレットに沿って社内の制度の点検をし、制度の改定の必要がないか確認しましょう。

パートタイム・有期雇用労働法
キャラクター「パゆう」ちゃん

点検ツールをご活用ください
ツールを使用することで、自社の状況が法律の内容に沿ったものなのかどうか点検することができます。

＜ツールの掲載URL＞ https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/shindan2/
※ 短時間労働者だけでなく、フルタイム有期雇用労働者も法の対象に含まれます。
なお、派遣労働者についても、改正後の労働者派遣法により、不合理な待遇差を設けること等が禁止されています。
我が国が目指す同一労働同一賃金は、同一企業内における、正社員と非正規雇用労働者（短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者）との間の不合理な待遇の差を
なくすことを目指すものです。







① 単に「パートだから」「将来の役割期待が異なるため」という主観的・抽象的理由では、待
遇の違いについての説明になりません。

② 正社員と職務内容（業務の内容及び責任の程度）及び職務内容・配置の変更の範囲が同
じ短時間労働者・有期雇用労働者については、すべての待遇について、差別的に取り
扱うことが禁止されます。
この取組手順書は、職務内容及び職務内容・配置の変更の範囲にかかわらず、すべて
の短時間労働者・有期雇用労働者の待遇について、その違いが不合理ではないかを確
認するものです。

③ 待遇差が不合理か否かや、説明の方法・内容が適切であるか否かは、最終的に司法
により判断されることにご留意ください。

待遇の違いが不合理であると判断される可能性が
あるので、不合理な待遇の違いの改善に向けて、
早急に取組を進めましょう。

労働者から説明を求められたときに待遇の
違いの内容や不合理な待遇差でない理由に
ついて説明できるよう、整理しましょう。

待遇に違いがある場合は、待遇の違いが
働き方や役割の違いに応じたものである
と説明できますか？

短時間労働者・有期雇用労働者はいますか？

正社員と短時間労働者・有期雇用労働者
の待遇に違いはありますか？

対応の必要はありません。将来雇用の予定が
ある場合は、準備しておきましょう。

今すぐ対応すべき課題はありません。

同じ企業で働く正社員と短時間労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与、手当などあらゆる待遇
について、不合理な差を設けることが禁止されています。
事業主は、正社員と短時間労働者・有期雇用労働者の働き方の違いに応じて、均衡な待遇（均等な待遇）の
確保を図るための措置を講じなければなりません。

※職務内容とは、業務の内容及び責任の程度をいいます。



① 単に「パートだから」「将来の役割期待が異なるため」という主観的・抽象的理由では、待
遇の違いについての説明になりません。

② 正社員と職務内容（業務の内容及び責任の程度）及び職務内容・配置の変更の範囲が同
じ短時間労働者・有期雇用労働者については、すべての待遇について、差別的に取り
扱うことが禁止されます。
この取組手順書は、職務内容及び職務内容・配置の変更の範囲にかかわらず、すべて
の短時間労働者・有期雇用労働者の待遇について、その違いが不合理ではないかを確
認するものです。

③ 待遇差が不合理か否かや、説明の方法・内容が適切であるか否かは、最終的に司法
により判断されることにご留意ください。

待遇の違いが不合理であると判断される可能性が
あるので、不合理な待遇の違いの改善に向けて、
早急に取組を進めましょう。

労働者から説明を求められたときに待遇の
違いの内容や不合理な待遇差でない理由に
ついて説明できるよう、整理しましょう。

待遇に違いがある場合は、待遇の違いが
働き方や役割の違いに応じたものである
と説明できますか？

短時間労働者・有期雇用労働者はいますか？

正社員と短時間労働者・有期雇用労働者
の待遇に違いはありますか？

対応の必要はありません。将来雇用の予定が
ある場合は、準備しておきましょう。

今すぐ対応すべき課題はありません。

同じ企業で働く正社員と短時間労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与、手当などあらゆる待遇
について、不合理な差を設けることが禁止されています。
事業主は、正社員と短時間労働者・有期雇用労働者の働き方の違いに応じて、均衡な待遇（均等な待遇）の
確保を図るための措置を講じなければなりません。

※職務内容とは、業務の内容及び責任の程度をいいます。
改善計画を立てて取り
組みましょう

改善の必要がある場合は、労働者の意見も聴取しつつ、早急に取り組み
ましょう。

「法違反」が疑われる
状況からの早期の脱却
を目指しましょう

短時間労働者・有期雇用労働者と、正社員との待遇の違いが、「不合理
ではない」とは言いがたい場合は、改善に向けて検討しましょう。
また、「不合理ではない」と言える場合であっても、より望ましい雇用管
理に向けて改善の必要はないか検討しましょう。

手順２と３で、待遇に
違いがあった場合、
その違いが「不合理
ではない」ことを説明
できるように整理しま
しょう

事業主は、労働者の待遇の内容・待遇の決定に際して考慮した事項、正
社員との待遇差の内容やその理由について、労働者から説明を求められ
た場合には説明することが義務付けられています。
短時間労働者・有期雇用労働者の社員タイプごとに、正社員との待遇に
違いがある場合、その違いが「不合理ではない」と説明できるよう、整
理しましょう。

労働者に説明する内容をあらかじめ文書にまとめておくと便利です。

待遇に違いがある場合、
違いを設けている理由
を確認しましょう

短時間労働者・有期雇用労働者と正社員とでは、働き方や役割などが異
なるのであれば、それに応じて賃金（賞与・手当を含む）や福利厚生な
どの待遇が異なることはあり得ます。
そこで、待遇の違いは、働き方や役割などの違いに見合った、「不合理
ではない」ものと言えるか確認します。なぜ、待遇の違いを設けている
のか、それぞれの待遇ごとに改めて考え方を整理しましょう。

労働者の雇用形態を
確認しましょう

法の対象となる労働者の有無をチェックします。社内で、短時間労働者
や有期雇用労働者を雇用していますか？

待遇の状況を確認
しましょう

短時間労働者・有期雇用労働者の区分ごとに、賃金（賞与・手当を含む）
や福利厚生などの待遇について、正社員と取扱いの違いがあるかどうか
確認しましょう。

書き出して、整理するとわかりやすいでしょう。

パートタイム・有期雇用労働法は、2021年4月1日に全面施行されています。

すべての企業において、法に沿った対応が求められます。
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※ガイドラインは「基本給」「賞与」「手当」「福利厚生」「その他」の順に記載されていますが、この取組手順書では、
待遇の状況の確認を始めるにあたって、わかりやすい「手当」から確認できるようにしています。順番にこだわらず、取り
組みやすいものから始めましょう。

待遇に違いがある場合、違いを設けている理由を確認しましょう
短時間労働者・有期雇用労働者と正社員とでは、働き方や役割などが異なるのであれば、それに応じて賃金
（賞与・手当を含む）や福利厚生などの待遇が異なることはあり得ます。
そこで、待遇の違いは、働き方や役割などの違いに見合った、「不合理ではない」ものといえるか確認します。
なぜ、待遇の違いを設けているのか、それぞれの待遇ごとに、改めて考え方を整理しましょう。

短時間労働者・有期雇用労働者の区分ごとに、賃金（賞与・手当を含む）や福利厚生などの待遇について、
正社員と取扱いの違いがあるかどうか確認しましょう。書き出して、整理するとわかりやすいでしょう。
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このガイドライン（指針）は、正社員と非正規雇用労働者（短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者）
との間で、待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差が不合理なもので
ないのか、原則となる考え方及び具体例を示したものです。原則となる考え方が示されていない待遇や具体例に
該当しない場合については、各社の労使で個別具体の事情に応じて議論していくことが望まれます。
基本給、昇給、賞与、各種手当といった賃金にとどまらず、教育訓練や福利厚生等についても記載しています。

※待遇差が不合理か否かは、最終的に司法において判断されることにご留意ください。

※

※

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html 



このガイドライン（指針）は、正社員と非正規雇用労働者（短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者）
との間で、待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差が不合理なもので
ないのか、原則となる考え方及び具体例を示したものです。原則となる考え方が示されていない待遇や具体例に
該当しない場合については、各社の労使で個別具体の事情に応じて議論していくことが望まれます。
基本給、昇給、賞与、各種手当といった賃金にとどまらず、教育訓練や福利厚生等についても記載しています。

※待遇差が不合理か否かは、最終的に司法において判断されることにご留意ください。

※

※

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html 

対象となる短時間労働者・有期雇用労働者と、正社員との間で、手当の支給について取扱いに違いがあるか、
ある場合は、それはどのような違いで、違いを設けている理由は何か、書き出しましょう。
すべての手当について検討する必要があります。
正社員に対して支給されている手当をすべて書き出し、短時間労働者・有期雇用労働者への支給の違いを
洗い出しましょう。欄が足りない場合は、用紙をコピーする等してご使用ください。

※ 記載例については、法の内容に沿った対応に向けて改善が必要な事例が含まれています。
「違いを設けている理由」について、14ページ以降の手順４で、その違いが「不合理ではない」と言えるか、検討していきます。
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正社員に対して支給されている手当をすべて書き出し、
短時間労働者・有期雇用労働者への支給の違いを洗い出しましょう。

短時間労働者・有期雇用労働者の区分が複数ある場合は、それぞれの区分について記載してください。
用紙は適宜コピーしてご使用ください。



正社員に対して支給されている手当をすべて書き出し、
短時間労働者・有期雇用労働者への支給の違いを洗い出しましょう。

短時間労働者・有期雇用労働者の区分が複数ある場合は、それぞれの区分について記載してください。
用紙は適宜コピーしてご使用ください。

※ 記載例については、法の内容に沿った対応に向けて改善が必要な事例が含まれています。「違いを設けている理由」について、
14ページ以降の手順４で、その違いが「不合理ではない」と言えるか、検討していきます。

対象となる短時間労働者・有期雇用労働者と、正社員との間で、賞与の支給について取扱いの違いがあるか、
ある場合は、それはどのような違いで、違いを設けている理由は何か、書き出しましょう。

短時間労働者・有期雇用労働者の区分が複数ある場合は、それぞれの区分について記載してください。
用紙は適宜コピーしてご使用ください。



対象となる短時間労働者・有期雇用労働者と、正社員との間で、福利厚生その他について取扱いの違いがあるか、
ある場合は、それはどのような違いで、その違いを設けている理由は何か、書き出しましょう。
あらゆる待遇（給食施設、休憩室、更衣室、転勤者用社宅、休暇、休職、教育訓練等）について、
検討する必要があります。欄が足りない場合は、用紙をコピーする等してご使用ください。

※記載例については、法の内容に沿った対応に向けて改善が必要な事例が含まれています。
「違いを設けている理由」について、14ページ以降の手順４で、その違いが「不合理ではない」と言えるか、検討していきます。



対象となる短時間労働者・有期雇用労働者と、正社員との間で、福利厚生その他について取扱いの違いがあるか、
ある場合は、それはどのような違いで、その違いを設けている理由は何か、書き出しましょう。
あらゆる待遇（給食施設、休憩室、更衣室、転勤者用社宅、休暇、休職、教育訓練等）について、
検討する必要があります。欄が足りない場合は、用紙をコピーする等してご使用ください。

※記載例については、法の内容に沿った対応に向けて改善が必要な事例が含まれています。
「違いを設けている理由」について、14ページ以降の手順４で、その違いが「不合理ではない」と言えるか、検討していきます。

正社員にある福利厚生その他あらゆる待遇についてすべて書き出し、短時間労働者・有期雇用労働者へ
の措置の違いを洗い出しましょう。

短時間労働者・有期雇用労働者の区分が複数ある場合は、それぞれの区分について記載してください。
用紙は適宜コピーしてご使用ください。



対象となる短時間労働者・有期雇用労働者と、最も業務内容が近い正社員*について、基本給の支給について取扱
いの違いがあるか、ある場合は、それはどのような違いで、違いを設けている理由は何か、書き出してみましょ
う。書き出すことにより、違いが「不合理ではない」と言えるか、客観的に見ることができます。

※法律上は、どの正社員とも比較しなければなりませんが、
ここでは、わかりやすく、最も業務内容が近い正社員との間の待遇の違いについて確認していきます。

※記載例については、法の内容に沿った対応に向けて改善が必要な事例が含まれています。
「違いを設けている理由」について、14ページ以降の手順４で、その違いが「不合理ではない」と言えるか、検討していきます。



対象となる労働者の区分ごとに、正社員との待遇に違いがある場合、違いがある待遇ごとに、
「違いを設けている理由」を改めて書き出しましょう。違いを設けている理由について、
「不合理ではない」と言えない場合は、対応の必要性について検討しましょう。
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不合理ではないかどうかの判断を行う上では、労使で話し合い、労働者の意見をよく聞いて検討するこ
とが大切です。なお、働き方改革推進支援センターでもご相談に応じていますので、お気軽にご利
用ください。（連絡先は次ページをご参照ください。）

https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/reform/precedent.html



令和７年６月作成  パンフレット No.13

多様な働き方の実現応援サイト

働き方改革推進支援センターでは、中小企業・小規模事業者等のみなさまの働き方改革全
般に関するお悩みについて、社会保険労務士等の専門家が無料で相談に応じています。同
一労働同一賃金に関する相談についても、お気軽にご相談・ご利用ください。

都道府県労働局雇用環境・均等部（室）では、「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由」に
関する説明などについて、トラブルを早期解決するための援助を行っています（無料・非公開）。
トラブルが生じた場合、労使双方の申立てを行うことができます。
均衡待遇調停会議の調停案について、当事者双方に成立した合意は、民法上の和解契約となります。

https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/woman/index.html 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000061842.html

https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/ 


